
                       

 

令 和 ８ 年 ４ 月 2 1 日 

総 合 政 策 局 

モビリティサービス推進課 

 

全国の MaaS推進に向けた支援を実施します！ 
～令和８年度「観光 MaaS推進事業」の選定について～ 

 

 

 

 

 

 

 

○交通事業者や観光コンテンツ等の連携・協働により、多様な交通サービスを「一つの

サービス」として利用可能とする MaaSの導入を支援するため、令和８年度「観光 MaaS

推進事業」では、９事業を選定しました。 

○国土交通省では、マルチモーダルかつシームレスな移動体験を提供する MaaSを活用し

て、観光地での周遊や観光消費の増加、オーバーツーリズムの未然防止・抑制対策等、

地域の観光における課題解決に寄与する取組を推進することで、「交通空白」解消や

地域経済の活性化等の地域課題の解決を推進していきます。 

 

【選定事業について】 

No 申請主体 事業名 主な実施地域

1 ウェルネット株式会社 「ぐるっと北海道」による道内周遊促進・観光消費拡大事業 北海道

2 道南バス株式会社​ stera transit胆振MaaS推進事業
北海道胆振振興局管内全域

(室蘭市・登別市)

3 株式会社Luup 新型モビリティの導入による宇都宮地域の二次交通網の高度化 栃木県宇都宮市

4 株式会社Luup 新型モビリティの導入による秩父・横瀬地域の二次交通網の高度化 埼玉県秩父市・横瀬町

5 香川県高松市 地域公共交通TKMTプロジェクト 香川県高松市

6 一般社団法人九州MaaS協議会​ 九州MaaSサービス高度化事業 九州

7 トヨタファイナンシャルサービス株式会社​
国際標準ID連携による訪日外国人むけMaaS利用拡大・地域観光需要創

出及び​オーバーツーリズム対策に資するデータ活用基盤構築事業
九州

8 福岡県宗像市
MaaSを活用したモビリティサービスの最適化

(ムナカタMaaS推進プロジェクト)
福岡県宗像市

9 ジョルダン株式会社 宮古島MaaS推進事業 沖縄県宮古島市  

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、「交通空白」の解消など地域交通の「リ・デザイン」全面展開を

支えるとともに、観光地へのアクセシビリティを改善し、インバウンド含む観光客の

地方誘客や「観光の足」確保を図るため、MaaS（Mobility as a Service）の導入を

支援しています。 

令和８年度では、全国９事業を支援対象として選定しました。 

＜問合せ先＞ 

総合政策局 モビリティサービス推進課 水口、森田、瀬古 

TEL：03-5253-8111（内線 54914、54906、54909）、03-5253-8980（直通） 

Mail：hqt-mobilityservice1002■gxb.mlit.go.jp 

（メール送信の際は「■」を「＠」（半角）に置き換えてください） 


